
  

新型コロナウイルス感染症の対応が変わりました 

 ５月８日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、第５類に引き下げられた 

ことに伴って、学校における対応も変わりました。 

 

（１）健康観察カードの提出と朝の体温報告は必要ありません 

ご家庭での健康観察は、引き続きお願いします。お子様の体調によって欠席する場合は、

学校までご連絡ください。また、登校しても学校で気を付けていくことがあれば、連絡帳な

どでお知らせください。 

（２）欠席の扱いが変わります 

病名 欠席する期間 備考 

新型コロナウイルス感染症 

○発症後５日間経過し、かつ症状

が軽快した後１日を経過する

まで。（症状が出た日は０日目

になります。） 

○無症状の場合は、検体を採取し

た日（０日）から５日経過する

まで。 

登校に必要な書類は、

ありませんが、学校まで

連絡をしてください。 

また、発症後１０日間

が経過するまでは、マス

クの着用が推奨されま

す。 

インフルエンザ 

○発症後５日間経過し、かつ解熱

後 2 日を経過するまで。 

登校に必要な書類は、

ありませんが、学校まで

連絡をしてください。 

    

◇濃厚接触者の取扱いはなくなり、本人の感染が確認されていない 

場合は、登校できます。また、感染症にかかわらず、体調が悪い場

合は無理をして登校せず、かかりつけの医療機関へご相談いただく

か、学校までご連絡ください。 

   ◇詳細は、明日配付する「保健だより」をご確認ください。 

 

感謝から成長へ 

先日、職員数名が昇降口付近の掃除をしていると、休み時間に通りかかった子供たちから、 

「ありがとうございます！」という言葉が聞こえてきました。自分たちのために、誰かが何かを

してくれていることに気付き、感謝の気持ちを持てることが素晴らしいと感じました。 

さらに、「何か手伝えることはありますか？」や「一緒に掃除します！」という声をかけてくれ

る子供たちもいました。相手への感謝だけではなく、自分たちに何ができるのかと

考えて行動しようとする姿に成長を感じ、嬉しい気持ちになりました。 

このような心は、相手への思いやりや自分自身への成長につながっていくと思い

ます。今後の子供たちの成長が、ますます楽しみです！ 
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